
 
 
 
 
 
 
 

南下集落は「ふれあい」を大切にします。 
「人・物・自然とのふれあい」を第一に，みんなで活動に取り組みます。 

子供と大人が楽しくすごせる集落を目指し， 
「ふれあい」の気持ちをわすれません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１５年３月 

南下里づくり協議会 



  ふれあいの里，みなみ 
 

私たちの住む南下集落は，一帯に須恵器（12 世紀）が出土し，登り窯跡があるなど，神

出町の中でも古い歴史を持っています。鎌倉室町時代には神出庄として村落があったよう

です。 

昭和 52 年神出町総合基本計画が策定され，南地区は昭和 60 年に圃場整備事業に着手，

平成元年には工事も完了し，現在の南がほぼできています。公民館の新築，神戸母里線の

開通，農道舗装の計画など，生活環境の基盤も整えられつつあります。 

しかし，一方で農業の兼業化が進み，後継者が地区外に出て行くことが多く，地域の将

来が心配されています。 

  幸い地区の中に，「樅の木福祉会」という福祉施設があり，この施設と連携を取ることに

よって，地域農業の特徴づけや，新たな特産品の育成といった可能性が開かれています。

また，施設との交流活動を通じて，住民同士のふれあいづくりや地区を訪れる都市住民と

のふれあいづくりもできることと考えています。 

  産廃処分場跡地利用や神戸母里線沿いの企業の進出など様々な課題が山積しております

が，住民が皆協力し合い，これらの課題を少しずつでも解決し，豊かな自然と人とのふれ

あいを大切にし，後継者が誇りを持って住んでくれる集落にしていきたいと思います。 

  計画の策定に当たり，神戸芸術工科大学の齊木教授をはじめ，神戸市西農政事務所の高

谷係長様，小椋様には，ご指導ご助言を賜り厚くお礼申し上げます。 

  計画は策定されましたが，計画を推進し，実行することが何より大切なことです。 

  今後とも皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 
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集落の概要 

 
神出町南地区は，神出町の南東に位置し，

北は神出東集落，西は田井，東は押部谷町和

田，南は平野町黒田に隣接している。南地区

は，上と下の２つの集落に分かれており，南

下集落を計画対象区域とする。 
南下集落は，地区面積 96ha，世帯数 42 戸，

人口 173 人，農家戸数 31 戸の純農村である。 
集落の西部には国道 175 号線が南北に走り，

北は三木市，南は明石市に続いている。集落

中央を東西に県道神戸・加古川・姫路線が走

り，西は稲美町，東は押部谷町に続いている。

南部には市道神戸母里線が東西に通り，東は

押部谷町を抜けて，櫨谷町に続いている。 
 
 
 
 
 
 

最寄り駅は，地下鉄西神中央駅で，

車で約 10 分を要する。 
北部に住居が集中しており，南部

はほとんどが傾斜のある樹林地で

ある。 
東部に，兵庫県神出浄水場，南部

に西神墓園がある。西部の山間には

樅の木福祉会が運営する福祉施設

がある。 
むらの守り神として大歳神社が，

火の神として荒神社が祀られてお

り，毎年 9 月に祭礼が催されている。 
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雄岡山・雌岡山の眺めがよい 

南下公民館 

集落の家並み 

グランドと雌岡山

グランドで遊ぶ子ども達
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神出南地区の農業等の状況（南上・南下計） 
 

項目           年 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 

総世帯数    （戸） １５０ １２２ １１６ １３１ ９９

農家数      （戸） ５５ ５７ ５３ ５４ ４６

専業農家 ２ ４ ５ ５ １

第１種兼業農家 ４ ４ － ２ ２

 

第２種兼業農家 ４９ ４９ ４８ ４７ ４３

総人口      （人） ５７３ ５４２ ５２１ ５０２ ５５８

男 ２９６ ２７４ ２６４ ２７２ ２７４ 

女 ２７７ ２６８ ２５７ ２３０ ２８４

農家人口    （人） ２８１ ２９２ ２５４ ２３２ ２０７

男 １３３ １４１ １２４ １１０ １０５ 

女 １４８ １５１ １３０ １２２ １０２

農地面積    （ａ） ３，０７２ ３，３７３ ３，１２１ ２，７５６ ２，５５５

田 ２，９３８ ２，９５０ ２，８９５ ２，６５４ ２，４７７

畑 １３０ ４２３ ２２６ １００ ７５

 

樹園地 ４ － － ２ ３

※ 農林業センサスより    ※※ 南上・南下別のデータは示されていない 
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空からの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市理財局 

撮影時点：平成 10 年 5月～8月 
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南下水田利用状況 

 
 

作  物  名 
面 積 

(a)
戸数

(戸)
備     考 

どんとこい 595.4 15  
コシヒカリ 270.4 8  
キヌヒカリ 112.5 5  
日本晴 11.9 1  

水稲 

ハリマモチ 1.7 1 水稲計 991.9ａ 
青ネギ 241.6 13  
トマト 31.9 9  
ナス 21.7 5  
スイカ 14.8 5  

野菜等 
園芸作物 

その他 21.0 6 モロヘイヤ，キュウリ，ナンキン，キク，梅 

地力増進作物 113.9 5  
飼料作物 38.5 2  

一般作物

等 
景観ヒマワリ 93.9 4  
自己保全管理 94.0 11  管理田 
調整水田 46.6 4  

その他 施設，カイ廃 6.3 3  
  計  1,716.1 33  
※ 14 年度 転作野帳より（加工用米，直播カウントは除外） 
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南大年神社（大年様） 

当社の創建は，延宝４年（1676）４月と伝えられ，

まさに集落の繁栄と五穀の豊穣を守護するが如く，

南下地区の田畑の中央に鎮座している。 
現在の本殿は流造りで，氏子が大年講を組織して，

神社の維持管理を行っている。その大年講の当番が，

９月１３日の例祭の準備一切を行う。 
例祭日には，自治会・子ども会，農会，更に水利

という各種団体の役員が参列し，五穀豊穣と集落の

安全を祈願した後，直会も盛大に行われ，この祭礼

が集落のコミュニケーションの場となっている。 
神賑行事としては，子供相撲の奉納がある。子供

は男女を問わず参加でき，また，勝負に関係なく金

品が配られるためか，多くの豆力士が集まり賑わっ

ている。 
 

竃神社（荒神様） 

南村には永禄年中（1558-）まで陶器窯があった。この窯で「火だすき焼」という陶器を

製造した。 
当社は別名荒神といい，三宝荒神（仏法僧の三宝の守護神の略）で，日常火を使うところ

に祀られる神で，竃の神あるいは火の神とされている。一般的に窯の神であるとともに農作

物の守護神でもある。 
神出に窯があったことからすれば火の神・窯の神として祀られたのであろう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「神戸の神社」（発行：神戸新聞総合出版センター）より 
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美奈身（みなみ）の観音さん 

神戸市西区神出町南に明石四国第四十五番霊場の石標が立つお堂があり，傍には修行大

師像や法華経を石に一文字ずつ浄書して納めた法華塔がある。 
ここは古くより，明石四国第四十五番札所，美奈身の観音さんとして多くの信仰を集め

ており，今も地域の方々によって毎月１８日にお勤めが行われている。 
お堂の所在地名である「南」はもと「美奈身」であったが，明治政府による廃藩置県の

政策によって「美奈身」の地名を雌岡山・雄岡山の南に位置することから「南」と改名し

た。それはお堂の北約１キロにある高野山真言宗雄岡山最明寺と深い関係がある。 
最明寺は寺伝によれば白雉年間，法道仙人が明石巡錫の際，弁財天の勧請により清水の

湧き出る処に草庵を設け，聖護院と名乗ったのが始まりとされ，弘法大師真言宗立教開宗

以降は高野山末の真言宗寺院となった。 
鎌倉時代になって，最明寺入道時頼道崇（鎌倉幕府５代執権，北条時頼の出家名）が全

国視察の際，鎌倉の地神である水天（弁財天）より神出のお寺を復興するようにとのお告

げを受けられ神出に立ち寄られた。無事に復興されたお寺には中興の祖である最明寺の名

を頂戴し，また観音堂には鎌倉の地名の「美奈身」が与えられて最明寺の大日さん，美奈

身の観音さんとして親しまれてきた。そして美奈身の３文字には心が美しくありますよう，

健全な集まりでありますよう，健康を与えてくれますようにとの意味があり，この御利益

と共に観世音菩薩に縋る巡礼者は後を絶たなかったそうである。その祈りと美奈身の名は

神出で暮らす人々により代々受け継がれている。 
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樅の木福祉会 

  樅の木福祉会は，知的障害や身体的あるいは，精神的な障害を持つ人々を理解し尊重し

て，共に助け合いながら生きていこうという精神を大切にし「やすらぎと陽だまり」のよ

うな愛と感謝に満ちた施設を目指している。 
  知的障害の児童施設，厚生施設，授産施設，グループホーム，精神障害者生活訓練施設

などを擁する総合的社会福祉法人として施設間の相互連携を保ちながら，障害者福祉の社

会貢献ができることを目標としている。 
 
 
○ さわらび学園 

知的障害児入所施設（未成年者対象） 
○ ゼノの村 
      知的障害者入所授産施設（成人対象） 
○ あさぎりの里 
      知的障害者入所厚生施設 
○ まほろばの丘 
      精神障害者生活訓練入所施設 
○ もえぎ 
      グループホーム 
 

さわらび学園 
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これまでの経過 

 
日  時 会 議 名 出 席 者 内       容 

14 年 
2 月 10 日 

共生ゾーン説明会 
（南上下合同） 

吉田会長ほか 25 人

農政計画課，西農政

人と自然との共生ゾーン条例の概要 
地区計画について 

4 月 13 日 里づくり協議会 吉田会長ほか 26 人

神戸芸術工科大学 
西農政事務所 

他地区の取り組み事例紹介 
地区の課題，今後の進め方 

5 月 18 日 里づくり協議会 
委員会 

委員 
神戸芸術工科大学 
西農政事務所 

現地調査 
地域点検マップの作成，結果発表 

6 月 
 

アンケート調査 配布数 47 人 
回答者 45 人 

①回答者自身について，②生活環境，③今

後の地域整備のあり方，④農業経営の現

状，⑤今後の農業経営と農地利用の考え方

8 月 31 日 里づくり協議会 吉田会長ほか 19 人

神戸芸術工科大学 
西農政事務所 

アンケート調査結果報告 
意見交換 

9 月 里づくりニュース

の発行 
全戸 アンケート結果の概要 

12 月 8 日 里づくり協議会 吉田会長ほか 28 人

神戸芸術工科大学 
西農政事務所 

南下里づくり計画の構成 
農村用途区域指定基準について 

15 年 
1 月 11 日 

老人会座談会 老人会 里づくりプログラムについて 

1 月 12 日 自治会総会 自治会員 里づくりプログラムについて 
1 月 19 日 婦人会座談会 婦人会 12 人 

西農政事務所 
里づくりプログラムについて 

2 月 アンケート調査 配布数 46 人 
回答数 44 人 

里づくりプログラムについて 

3 月 1 日 自治会役員会 役員 30 人 アンケート調査結果の報告 
土地利用計画（案）の検討 

3 月 8 日 里づくり協議会 
委員会 

委員 
神戸芸術工科大学 
西農政事務所 

里づくり計画（案）について 

 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



アンケート調査結果                                            平成14年6月実施 
 
アンケート調査は，世帯主を対象に実施した。日常の生活環境と今後の地域整備のあり

方については全戸調査し，農家には農業経営の現状と今後の農業経営の考え方も調査した。 
対象戸数 47戸のうち 45戸から回答があった（結果グラフは後段の資料編に掲載）。 

 
回答者について 

・回答者は，50代～60代が多くなっていた。 
・主な職業と主な収入源では，農業，会社員等の恒常的な勤め，年金・仕送り等による収

入が多くなっていた。 
・農業との関わりでは，他の職業について農業の担い手となっている人が 11人，ほとんど
農業には関わりがない人が 10人となっていた。農業と何らかの関わりがある人は合計 30
人で，回答者の 75％となっていた。 

 
生活環境について 

・日常の生活圏を把握するため，よく外出する方面と交通手段を調査した。通勤では神戸・

三宮方面，明石方面が多く，日常の買い物では西神ニュータウン方面および三木方面が

多くなっていた。主な交通手段は，自家用車が非常に多くなっていた。 
・危険や不安に感じることでは，交通事故の危険が最も多く，次いで防犯灯が少ないとな

っていた。 
・健康や衛生面の不安では，害虫が多いことが 17人と多く，次いで空き地の雑草や不法投
棄ゴミとなっていた。 

・便利が悪くて困っていることは，日用品の買い物，バス等の交通機関の便が悪い，医療

施設が遠い，の順で多くなっていた。道路整備の状況についても不便を感じている人が

多く見られた。 
・快適な生活の面で不満に感じることでは，特に突出した意見はないが，子供の遊び場が

少ない，公園・運動場・プールが少ない，図書館等文化施設がない，ゴミの不法投棄が

多い，資材置場があり見苦しい，といった項目で不満とする人がみられた。 
・生活環境を快適にするために必要なことでは，街路灯を整備してほしいが最も多く，次

いで，公園・運動広場を整備してほしいとなっていた。 
 
今後の地域整備のあり方について 

・農地や農業の評価は，緑が多く自然に恵まれていてよい環境だと思うと評価する人が 24
人と最も多く（回答者の 58%），全体的に農業の行われている環境がよいと感じている人
が多くなっていた。逆に，農地として利用されず，荒れているところがあり見苦しい（回

答者の約３割）や，蚊やハエが発生しやすく不衛生といったマイナスの評価も見られた。 
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・今後の地域整備のあり方では，地域の環境を守るため，現在の農地はできる限り保全す

べきという意見が 18人と最も多くなっていた（回答者の 43%）。次いで農地の他用途へ
の転用は一定区域内に限るが 10人となっていた（回答者の 24%）。農地保全志向が非常
に高い集落と言える。 

・容認できる開発では，地区住民の住宅，福祉施設や病院などが多く，ドライブインや資

材置場などはほとんど容認できる人はなかった。公共施設や小売，サービス店舗も比較

的（回答者の約 3割）容認できる人は多かった。 
・福祉施設との共存については，今後さらに関係を深め，共存したいとする人と，現状程

度でよいとする人が同数の 17人であった（ともに回答者の約 4割）。 
・福祉施設との共存でできることは，回答者に重複があるが，休耕田の活用に協力しても

よいが 10人，野菜，花の栽培指導で 4人，できることは協力するは 5人となっていた。 
・地区の顔として自慢できるところは，大歳神社，荒神社をはじめ，明石方面の景観がす

ばらしい場所，雄岡山・雌岡山の見渡せる風景，緑のある風景などが挙げられた。 
・改善してほしい所では，産廃処理地周辺，県道などが挙げられた。 
 
農業経営の現状について 

・回答のあった 27戸のうち，85%に当たる 23戸が第 2種兼業農家で，このうち半数以上
が自給的農家であった。専業農家は 3戸，第 1種兼業農家は 1戸であった。 

・主な販売品目は米で，次いで露地野菜が 6戸であった。 
・所有農地面積は平均 49.8ａで，耕作面積は 57.7ａであった。10ａ～30ａの規模の農地所
有者が農地を貸し付け，あるいは放置したためと推測される。 

・機械の保有状況では，トラクターを所有する農家は 24戸と多く，共有で所有されている
機械は，トラクターのみであった。籾摺り機や乾燥機では，使用年数の長い機械も見ら

れるが，ほとんどの機械で買い替え予定はなかった。 
 
今後の農業経営や農地利用の考え方について 

・今後の生計の立て方については，兼業でいくが農業は自家用程度にしたいが最も多く，

次いで農外収入を中心にしたい，将来は農業をやめたい，の順となっていた。 
・今後の経営規模は，現状維持が 19戸で，回答者の 65％を占めていた。経営規模を縮小し
たいおよび農業をやめたいは，合計７戸で，回答者の 24％となっていた。 

・経営の縮小方法は，売却または転用，農地として貸し付け，荒らしておく，であったが，

作業を委託するという人はなかった。 
・作業受委託や生産組合等の考え方では，当分の間は自分で耕作するので他人に委託する

つもりはないという意見が最も多く，回答者の 53%の 14戸であった。生産組合が組織さ
れれば経営に参加したいと答えた人は 3人あった。 

・農地の将来の利用方法については，将来にわたって農地を売ったり転用するつもりはな
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いと答えた人が最も多く，約半数の 12人であった。次いで，当分の間は農地として利用
し，その後は周囲の状況を見て決めたいと答えた人は，11 人であった。転用や売却の意
向はほとんどなかった。 

・農業後継者については，すでに後継者がある農家は計４戸，子供に継ぐ意思がないなど，

後継者のいない農家は計８戸，わからないは計 15戸となっていた。農業後継者の不確定
数は非常に多い。 

・農業生産や生産設備の希望では，農業機械の貸出制度の要望が多く 11 人となっていた。
次いで農作業の請負制度を充実が 6 人であった。農地は委託せず自分で耕作したいもの
の農業機械の更新が課題となっていることが推測される。 

・流通・出荷についての希望では，農協の販売体制の強化が望まれている。 
・農地で困っていることでは，特に問題はないと答えた人が多く，それ以外では，空き缶

やゴミが捨てられる，で回答者が多かった。 
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神出南下里づくり計画 

 
◇ 基本方針 
 
● 当地域の現状における課題は， 

① 人口の流出，少子化による高齢化および過疎化 
② 兼業化の進行による農地の荒廃の懸念 
③ 産廃処分場跡地等空き地の利用 
④ 神戸母里線沿いの資材置場等の施設との関わり 

などがあげられる。 
 
● これらの課題を解決し活気ある南下集落としていくため，次の項目を重点項目とする。 

 
ふれあい活動 

ふれあい公園・ふれあいハウス整備，ふれあいイベントの開催，趣味のサークル活動や親睦会

など，人と人とのふれあい活動を活発にし，コミュニケーションの場を大切にする。 
農業を考える 

野菜づくり部会や農業推進グループを組織し，水稲経営合理化など，これからの地域農業のあ

り方を検討していく。 
環境にやさしい南下 

電気・水といったエネルギーを節約することにより，地球環境に与える負荷を軽くする活動を

集落全体で進める。 
福祉施設との共存 

福祉施設「樅の木福祉会」と連携をとり，施設園児の自立支援，ふれあいイベントの開催，野

菜直販ショップの開設などの取り組みを通じて，福祉施設と集落の両者が共に発展していくよ

う共存共栄を図る。 
 
● 基本理念として 

 
南下集落は「ふれあい」を大切にします。 

「人・物・自然とのふれあい」を第一に，みんなで活動に取り組みます。 

子供と大人が楽しくすごせる集落を目指し， 

「ふれあい」の気持ちをわすれません。 

 

を掲げ，活動に取り組む。 
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1.1 未来をつくる子ども達 

① 仮称ふれあい公園整備 
向山の隣保は，集落のグランドから遠く，近くに公園がない。子供やお年寄りの憩える公園がすぐ近

くに欲しい。 
 

1.2 生きがいのある生活を！ 

① グランドの活用と憩いの家整備 
グランドの利用頻度が少なく，雑草が生えている。コミュニケーションの場としてもっと活用を図り

たい。 
1）ブランコ，滑り台などの遊具を設置したい。 
2）お年寄りが気軽に出向き，集まってくつろげる「憩いの家」が欲しい。（仮称ふれあいハウス） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 趣味のサークル活動 
ウォーキング，お菓子作りといった趣味の活動を行うグループを結成したい。サークル活動を通じて，

会員の親睦が図られ，日常の生活に楽しみができる。 
 

1.3 防災基盤の確立 

① 防災体制の見直し 
1) 防火水槽 
水槽内の清掃および水の入れ替えを適宜行う。 
進入路の草刈を行う。 

2) 消火器等の点検を行う 
 
 
 

グランドをもっと活用したい 

防火水槽の清掃を行う 
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1.4 生活関連施設の整備・拡充 

① 交通安全施設整備 
1) 歩道の設置（Ａ） 
県道神戸・加古川・姫路線は，トラックやダンプなど

大型車両の通行量が多いが，歩道がなく，危険であるた

め，片側に歩道を設置したい。 
 

2) 横断歩道等（Ｂ） 
県道のグランド付近は，カーブとなっているため，見

通しが悪く，県道を横切るのに非常に危険である。注意

を促す標識や横断歩道を設置したい。 
 

3）信号機設置（Ｃ） 
県道の横断が危険であるため，子供の通学路となって

いるバス停東側付近に信号機や注意を促す標識を設置

したい。 
 
② 街路灯整備（Ｄ） 
1) 岩ヶ谷の道路付近は，街路灯は設置されているが暗く，夜間の通行が危険である。明るくなるよう

街路灯を整備したい。 
 
③ 道路整備 
1) 道路舗装（Ｅ） 
集落内道路で，舗装されていない場所がいくつかあり，整備をしたい。舗装のためには，通り抜け

できない道路を繋ぐ必要がある。産廃処分跡地の利用が定まれば，敷地内に道路を付けて，通り抜け

できるようにしたい。 
 
2) 道路補修（Ｆ） 
傷んでいる箇所があり，補修したい。 

 
3) 岩ヶ谷付近の道路整備（Ｇ） 
・低くなっているので，道路の高さを高くしたい。 
・道路が平坦になれば，向山の隣保との距離感がな

くなる。 
・岩ヶ谷の道路は，池の一部を道路として使用して

いるものであり，登記ができていないため，公道

として扱われず，道路整備や街路灯整備が十分に

できていない。産廃処分跡地問題とともに解決す

べき課題である。 
 

大型車の通行が多い県道： カーブで見通しが

悪いため，標識・横断歩道を設置したい 

岩ヶ谷付近の道路： 整備したいが登記ができ

ていない 
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1.4  生活関連施設の整備・拡充 

 
 
 
 

計画図 

防火用水の 
進入路整備 

片側に歩道設置したい 

田から水が出て水浸し
整備必要（H14 整備済み） 

道路整備
高さを同じに

街路灯整備

横断歩道，標識等
設置したい 

道路を繋いで 
舗装したい 

補修したい道路 

道路整備予定 

信号機，標識等
設置したい 

舗装したい道路

Ｃ 
Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｇ

Ｅ

Ｆ

Ｅ
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2.1 農業基盤の再構築 

① 野菜づくり部会活動 
園芸作物では，青ネギの栽培農家が多い。 
青ネギ等，野菜づくりの部会を有志で組織し，

作業の共同化，栽培技術の向上，コスト削減等の

研究や取り組みを行う。 
 
 
 

2.2 稲作・野菜・園芸 

① 営農法人の設立検討（水稲栽培合理化） 
稲作では，米価の下落や生産調整により減収入となり，個別の経営では，機械の更新が困難となって

きている。コスト削減のため，農機具の共同利用や機械のリース制度の導入が必要である。 
一方，ＪＡには農作業受託制度があり，また，隣接の田井集落では，集落営農組織が立ち上がるなど，

現在のところ農作業委託先に問題は少ないと言える。 
当集落は，水稲を主とした兼業農家がほとんどであり，農業にそれほど熱心でなく，農業後継者の確

保もできていない。しかし，農村景観保全や生活環境保全という面から農業を継続していかなければな

らないということは課題として認識している。 
今後は，有志による農業推進グループを組織し，このグループを実行部隊として，集落営農法人の設

立等，具体的な検討を進めていくこととする。 
 

2.3 これからの農業を求めて 

①「考える会」の設置 
兼業農家が中心となる農業推進グループ，主業的農家が中心となる各種生産部会などを構成員として，

「考える会」を設置し，これからの地域農業のあり方を検討していく。 
 

2.4 福祉施設との連携 

「樅の木福祉会」と連携をとり，農業の振興を図る。 
福祉施設の園児に農業の栽培指導を行ったり，入園者と

住民が共同で果樹や野菜などの生産，販売を行い，農地の

有効利用と特色のある農業を展開する。 
 

荒れた農地を耕耘し，福祉施設の

農業実習農場に（15 年 3 月） 
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3.1 環境改善活動 

① ゴミ出しのマナー 
ゴミステーションに決められた時間以外にゴミを出す

人がある。集落外からも多量にゴミを持ち込まれる。集落

外からゴミを持ち込まれないような工夫が必要である。集

落内の住民には，ゴミ出し日時の徹底を図り，決められた

時間以外はゴミステーションにゴミが全くないようにす

る。地区住民以外には啓発看板の設置等を行い，時間外の

放置を取り締まる。マナー違反者にはペナルティーを科す

ことも検討していく。 
 
② ポイ捨て等ゴミ問題 
空き缶などのゴミが農道，県道沿いに捨てられる。特に

バス停付近はゴミが多い。よく捨てられる場所には看板を

設置したり，草刈等行って捨てられないような環境にする。

現在，婦人会で定期的にクリーン運動を行っている。今後

も引き続きまめに清掃を行っていく。 
 

③ 廃車，廃材置場の改善 
廃車置場は，景観が悪く，以前燃えて消防車が来たこと

もある。地域内にはできるだけ新たに廃車置場や廃材置場

を作らないようにしたい。既存の施設は，景観や周りの環

境に配慮するよう改善したい。 
 

3.2 節水・省エネルギー活動 

① 電気・水道使用量の節減 
日常使用している集落各家庭の電気および水道の使用料を，目標を定めて節減していく。 
使用料を減らすことで，電気代，水道代を減らすことができ，家計の支出を収入に置き換えることが

できる。 
 

② 「環境にやさしい南下」 
電気，水といったエネルギーを節約することにより， 地球環境に与える負荷を少なくすることがで

きる。南下も世界の中の一部であるから，南下の集落全体のエネルギー使用量が減れば，世界のエネル

ギー量も減るはずである。エネルギー使用量が減れば CO2 の排出量も減り，地球温暖化も抑えられる。

地球にも，集落にもよい活動であり，集落全体で取り組んでいく。 
また，｢憩いの家（仮称 ふれあいハウス）｣に ソーラー発電設備の設置等も検討していきたい。 

墓地の清掃（15 年 3 月） 

ゴミ出しのマナーを 
徹底したい 

荒神社の清掃（14 年 12 月） 

環境改善したい 
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4.1 福祉施設との共存 

福祉施設の事業目標は，入園者の社会的自立であり，集落住民には，社会活動を通じた生きがいづく

りが望まれている。両者が共存し，双方が共によくなっていくよう，福祉施設と連携した地域づくりを

進めたい。 
 

① 施設園児の自立支援（野菜・果樹栽培支援） 
植物の栽培等を通じて，精神的，身体的な機能回復や社会性

の向上を図る「園芸療法」が注目されている。広々とした田園

環境の中で，土を触り，植物を育てると，心身がリラックスさ

れ，入園者の自立を助けるリハビリテーションとなる。 
福祉施設にも指導員がいるが，転勤等により栽培技術のノウ

ハウが継続して蓄積できない状況である。 
地域の高齢者が，施設の園児に野菜の種まき，植え付け，水

遣り，堆肥作り，収穫などの栽培作業を教えることで，施設園

児の自立を助けられるとともに，家に引きこもりがちな集落の

高齢者に社会活動の機会を作ることができる。 
  また，遊休農地の有効利用も図られる。 
 
② ふれあいイベントの開催 
農作物栽培指導だけでなく，自治会とし

ての町民運動会及び福祉施設が開催する

行事を年間２－３回以上実施し，福祉施設

と地元住民との交流を行う。集落の子ども

たちの楽しみや，園児の社会性を高める機

会となる。 
これらの活動を通じて交流を深め，より

よい関係を築いていく。 
 
 

4.2 集落・施設・都市住民のふれあい 

① 野菜直販ショップ開設（仮称ふれあいショップ） 
福祉施設の入園者と共同で生産した花や野菜を販売できる産地直売所を開設する。 

福祉施設の園児が栽培した農産物ということで，一般の農産物と差別化できる。 
生産や販売，運営に携わる集落住民や福祉施設園児，購入に訪れる都市住民がふれあう場となる。 

「ゼノの村」主催のふれあい祭り： 
住民も参加して実施（14 年 11 月）

「ゼノの村」農作業風景
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5.1 将来を見据えた土地利用 

次の農村用途区域を指定する。 
① 集落居住区域 
既存の集落とその周辺を指定し，生活環境整備を図る区域とする。 

 
② 特定用途Ａ区域 
・兵庫県神出浄水場を指定する。 
・「樅の木福祉会」の福祉施設郡を指定する。 
・産廃処分跡地 

産廃処分跡地は，利用内容は未定であるが，積極的な活用を図り，地域の発展につなげたい。 
 
③ 特定用途Ｂ区域 
・神戸母里線沿いに既に連担して立地している資材置場を指定する。ただし，資材置場の利用につい

ては景観や周辺の環境に配慮してもらうよう事業者に協力願う。 
・押部谷町和田との境界に立地する資材置場群を和田の特定用途Ｂ区域に続いて指定する。 

 
④ 農業保全区域 
・ほ場整備済みの農地を中心に営農環境を保全していく区域を指定する。 

 
⑤ 環境保全区域 
・里山，樹林地を指定する。 
・西神墓園もふくめる。 

 
5.2 未利用土地の活用 

① 産廃処分跡地 
昭和４５年頃，昭和環境（株）から土を埋めさせて欲しいと

申し出があり，山林とため池約 2.5 ha を埋め立てたが，未だ所

有者に返還されていない。現在は，雑草が茂って，景観的にも

衛生的にもよくない状態である。今後は埋め立て事業者と協議

しながら，埋め立てた跡地の利用内容を検討していく。 
 

5.3 進出企業との共存 

① 集落・企業との対話 
神戸母里線沿いには，既に資材置場が複数立地している。既

にある事業者には里づくり協議会に参加願うなど，企業と地元

がお互いを尊重し，協調しながら地域づくりを行っていく。 

産廃処分跡地を有効に活用したい 

神戸母里線沿いの資材置場 
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① 大歳神社 
14 年 9 月改築工事が完了した。大きなモチノキがある。 
周辺の緑化等環境整備を行う。村の守り神として大切に保存したい。 
毎年 9 月には祭礼がある。子どもの奉納相撲が行われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 荒神社 
火の神，竃の神として祀られている。 
8 月 31 日にお日待ち，9 月下旬に祭礼がある。子どもの奉納相撲が行われている。 
境内の環境整備を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③ 観音堂  

14 年 10 月改築工事が完了した。 
毎月 18 日にはお勤めが行われている。 
 
 
 
 
 

 

9月の祭礼には子供の奉納相撲が

行われている（14 年 9 月） 

子供の奉納相撲が行われている（14 年 9 月）

改築工事が行われた（14 年 9 月）
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④ 景観のよい場所 
いくつか景観のよい場所がある。 
1) 明石海峡が見渡せるところ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 雌岡山が見えるところ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 水路沿いの町並み 
第２隣保の水路沿いは，町並みの景観が美しいので，南らしい景観として保全したい。 

 
⑥ 休耕田の活用（農地保全） 
転作により利用されない農地や不在地主の耕作放棄田は，雑草が茂って見苦しい。荒れている遊休地

に花を植えて集落の景観を美しくしたい。 
 
⑦ 緑豊かな環境の保全 
山林など集落の緑地はできるかぎり残していきたい。 

 
⑧ ウォーキングコースの設定 
ため池，神社等を巡るウォーキングコースを設定し，周辺の整備を図る。ウォーキングコースは，外

部の人のためだけでなく，集落の人の散歩コースにもなる。 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 資 料 編  
































